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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年2月5日(2015.2.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通路を境界付けおよび画定する縦方向に延在する孔壁と、吸気端と排気端との間を延在
する軸長とにより形成された複数の縦方向に延在する前記通路を有する壁流フィルタを備
えている触媒品であって、
　前記通路が、
　前記吸気端において開かれており、前記排気端において閉じられている吸気通路と、
　前記吸気端において閉じられており、前記排気端において開かれている排気通路と、
　前記孔壁内にその全軸長にわたり配置されたＳＣＲ触媒組成物と、
　前記排気端から延在し、前記壁流フィルタの軸長よりも短い長さである前記排気通路の
壁に配置された酸化触媒と、を備えていることを特徴とする触媒品。　
【請求項２】
　前記排気端から始まり、前記壁流フィルタの軸長に沿って一部が延在するガス不浸透性
領域をさらに備えている請求項１に記載の触媒品。
【請求項３】
　前記ガス不浸透性領域は前記酸化触媒により形成されている請求項２に記載の触媒品。
【請求項４】
　前記ガス不浸透性領域は、アルミナおよび白金族金属を含む組成から形成されている請
求項２に記載の触媒品。
【請求項５】
　前記ＳＣＲ触媒は前記孔壁に均一に浸透する請求項１に記載の触媒品。
【請求項６】
　前記酸化触媒は前記ガス不浸透性領域における前記排気通路の前記壁のみに実質的に配
置されている請求項２に記載の触媒品。
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【請求項７】
　ディーゼルエンジンから出て、通路を境界付けおよび画定する縦方向に延在する孔壁と
、吸気端と排気端との間を延在する軸長とにより形成された複数の縦方向に延在する前記
通路を有する壁流フィルタを通って流れる排ガスを含有する、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、
および煤を含む希薄燃焼のディーゼル排気流を処理する方法であって、
　前記通路が、前記吸気端において開かれており、前記排気端において閉じられている吸
気通路と、前記吸気端において閉じられており、前記排気端において開かれている排気通
路と、を備えており、
　前記排ガス流は前記孔壁内にその全軸長にわたり配置されたＳＣＲ触媒組成物と接触し
、その後、前記排気端から延在し、前記壁流フィルタの軸長よりも小さい長さの前記排気
通路の壁に配置された酸化触媒と接触することを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記壁流フィルタの軸長に沿って前記排気端から延在するガス不浸透性領域を備えてい
る請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　エンジンの下流に位置する請求項１に記載の前記触媒品を含む、希薄燃焼のディーゼル
エンジンから出た排ガスを処理するシステム。
【請求項１０】
　前記触媒の上流に配置された尿素噴射装置をさらに備えている請求項９に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　前記ガス不浸透性領域が排ガス成分に反応しない物質から形成される請求項２に記載の
触媒品。
【請求項１２】
　前記ガス不浸透性領域が前記壁流フィルタの軸長の最大７０％まで延在する請求項２に
記載の触媒品。
【請求項１３】
　前記ガス不浸透性領域が前記壁流フィルタの軸長の最大５０％まで延在する請求項２に
記載の触媒品。
【請求項１４】
　前記ガス不浸透性領域が前記壁流フィルタの軸長の最大３０％まで延在する請求項２に
記載の触媒品。
【請求項１５】
　前記ガス不浸透性領域が前記壁流フィルタの軸長の最大１０％まで延在する請求項２に
記載の触媒品。
【請求項１６】
　前記孔壁が実質的に均一な空隙率を有する請求項２に記載の触媒品。
【請求項１７】
　排気流から少なくとも７０％の煤を除去する請求項１に記載の触媒品。
【請求項１８】
　ディーゼルエンジンが放出する排ガス流から一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、およ
び煤を除去する請求項１に記載の触媒品。
【請求項１９】
　前記酸化触媒組成は耐火性酸化物担体上に分散した白金族金属成分を含み、かつ前記SC
R触媒は助触媒金属とゼオライトとを含む請求項１に記載の触媒品。
【請求項２０】
　前記酸化触媒組成は耐火性酸化物担体上に分散した白金族金属成分を含み、かつ前記SC
R触媒は還元剤の存在下に６００℃未満の温度でＮＯｘ成分を還元するのに効果的な触媒
作用を有する請求項１に記載の触媒品。
【請求項２１】
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　前記触媒品が更に、前記排気端から、前記壁流フィルタの軸長に沿って一部延在するガ
ス不浸透性領域を更に有する請求項９に記載のシステム。
【請求項２２】
　尿素噴射装置の上流にディーゼル酸化触媒（DOC)をさらに備えている更に有する請求項
１０に記載のシステム。
【請求項２３】
　ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む排気流を処理するための触媒品であって、吸
気端、排気端、および軸長を有する壁流フィルタを具備し、前記壁流フィルタは、軸の全
長にわたり延在する第１の範囲と、前記軸長よりも短い、前記壁流フィルタの前記排気端
から延在する第２の範囲とを含み、前記第１の範囲は排気流における実質的に全てのＮＯ
ｘを除去するのに効果的であり、第２の範囲はＣＯ、炭化水素、および煤の１つ以上を酸
化するのに効果的であることを特徴とする触媒品。
【請求項２４】
　排ガス流を、吸気端、排気端、および軸長を有する壁流フィルタを具備する単一触媒品
を通過させて、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む排ガス流を処理する方法であっ
て、前記壁流フィルタは、排ガス流における実質的に全てのＮＯｘを除去する、軸の全長
にわたり延在する第１の範囲と、ＣＯ、炭化水素、または煤の１つ以上を酸化する、前記
軸長よりも短い、壁流フィルタの排気端から延在する第２の範囲とを含むことを特徴とす
る排ガス流処理方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】４元ディーゼル触媒およびその使用方法
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本特許出願は、係属米国特許出願シリアル番号第１２／５７２７３０号（２００９年１
０月２日出願）の優先権を主張するものであり、その全体は参照により本明細書に組み込
まれる。
【０００２】
　本発明は、排ガスを処理する触媒品、排出処理システムおよび方法に関する。より詳細
には、本発明の実施形態は、４元ディーゼル触媒およびこのような触媒を用いたシステム
に関する。さらに、４元ディーゼル触媒の使用および下処理方法を開示する。本発明の実
施形態は、ディーゼルエンジン排気流に含まれる二酸化炭素、窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒
子状物質、およびガス状炭化水素を改善する効果的な方法を提供する。
【背景技術】
【０００３】
　ディーゼルエンジン排ガスは、一酸化炭素（「ＣＯ」）、未燃炭化水素（「ＨＣ」）、
および窒素酸化物（「ＮＯｘ」）などのガス状排出物だけでなく、いわゆる微粒子または
粒子状物質を構成する凝縮相物質（液体および固体）を含む不均一混合物である。ディー
ゼルエンジン排気システムには、多くの場合に、組成が決められた触媒組成および担体が
供給され、これらの排気成分の一部または全てを無害成分に変える。例えば、ディーゼル
排気システムは、ディーゼル酸化触媒、煤フィルタ、およびＮＯｘを還元する触媒の１つ
以上を含み得る。
【０００４】
　白金族金属、卑金属、およびそれらの組み合わせを含む酸化触媒は、ＨＣおよびＣＯガ
ス状汚染物質並びに一定割合の粒子状物質などの汚染物質を酸化して、二酸化炭素および
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水に物質変換することにより、ディーゼルエンジン排ガスの処理を容易にすることが知ら
れている。このような触媒は、通常、ディーゼルエンジンの排ガスに入れられるディーゼ
ル酸化触媒（ＤＯＣ）と呼ばれる一群に含まれ、大気への放出前の排ガスを処理する。（
通常、耐火性酸化物担体に分散される）白金族金属を含む酸化触媒は、ガス状ＨＣ、ＣＯ
、および粒子状物質の物質変換だけでなくさらに一酸化窒素（ＮＯ）からＮ０２への酸化
を促進する。
【０００５】
　ディーゼル排気中の粒子状物質全体は３つの主成分から成る。１つの成分は固体、乾燥
、固体炭素質画分、または煤画分である。この乾燥炭素質物質は、通常、ディーゼル排気
に含まれる可視の煤排出の一因となる。粒子状物質の第２の成分は可溶性有機成分（「Ｓ
ＯＦ」）である。可溶性有機成分は、本明細書に用いられる用語である揮発性有機画分（
「ＶＯＦ」）と呼ばれる場合もある。ＶＯＦはディーゼル排気の温度に応じて、その中に
おいて蒸気で存在する場合もあるし、エアロゾル（液体凝縮物の微細液滴）で存在する場
合もある。これは通常、Ｕ．Ｓ．Ｈｅａｖｙ　Ｄｕｔｙ　Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ　Ｆｅｄｅ
ｒａｌ　Ｔｅｓｔ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅなどの標準測定試験により規定されるような標準
の微粒子収集温度５２℃で、希釈された排ガス中に濃縮液体として存在する。これらの液
体は２つの源、すなわち（１）ピストンが上下するたびに、エンジンのシリンダ壁から掃
き出される潤滑油、（２）未燃または部分的に燃焼したディーゼル燃料から生じる。
【０００６】
　粒子状物質の第３の成分はいわゆる硫酸画分である。硫酸画分はディーゼル燃料に含ま
れる少量の硫黄成分から生成される。ディーゼルの燃焼中に少量のＳ０３が生成され、こ
れは次に排ガス中の水分と迅速に混合して硫酸となる。硫酸はエアロゾルとして微粒子を
含む凝縮相のままで収集されるか、他の粒子成分に吸着し、これによりＴＰＭの質量が増
大する。
【０００７】
　高粒子状物質の還元に用いられる１つの重要な後処理技術には、ディーゼル微粒子除去
装置がある。ディーゼル排気から粒子状物質を効果的に除去する多くのフィルタ構造が公
知であり、例えば、ハニカム壁流フィルタ、巻き付けまたは充填した繊維フィルタ、開放
気泡発泡体、焼結金属フィルタなどがある。しかしながら、下記するセラミック壁流フィ
ルタが最も注目されている。このフィルタは、ディーゼル排気から９０％超の粒子状物質
を除去できる。フィルタは排ガスから粒子を除去するような物理的構造であり、堆積した
粒子はエンジンのフィルタに加わる背圧を増大する。それ故堆積した粒子を、背圧を許容
範囲に維持するために、フィルタから継続的または定期的に焼出する必要がある。酸素を
豊富に含む（乏しい）排気状態下で燃焼するためには、不運にも、炭素煤粒子には５００
℃を上回る温度が要求される。この温度は、ディーゼル排気中の通常の温度よりも高い。
【０００８】
　フィルタを受動的に再生するために、通常、煤の燃焼温度を下げる対策が取られる。触
媒が煤の燃焼を促進するため、現実的なデューティサイクル下で、ディーゼルエンジンの
排ガス内で利用可能な温度においてフィルタが再生される。このような方法で、触媒煤フ
ィルタ（ＣＳＦ）または触媒ディーゼル微粒子フィルタ（ＣＤＰＦ）は、堆積した煤の受
動的な燃焼に加えて、８０％超の粒子状物質の還元を効果的に実現することにより、フィ
ルタの再生を促進する。
【０００９】
　粒子を除去する別の手段には、排気流内の酸化剤としてＮ０２を利用する手段がある。
それ故、３００℃超の温度において酸化剤としてＮ０２を用いた酸化により、微粒子は除
去され得る。上流のＤＯＣ酸化触媒により排ガスにも含まれるＮＯが酸化され、エンジン
から出た排ガスに既に含まれるＮ０２にさらに追加され得る。この受動的な再生手段はさ
らに、フィルタ内の煤負荷を減少して、再生サイクルの回数を減らし得る。
【００１０】
　世界中で採用されるさらなる排出基準は、ディーゼル排気からのＮＯｘ還元にも関連す
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る。排気が少ない状態の固定汚染源に利用される実証済みのＮＯｘ減少技術には、選択的
接触還元（ＳＣＲ）がある。この処理では、卑金属から通常成る触媒により、ＮＯｘはア
ンモニア（ＮＨ３）と反応して窒素（Ｎ２）に還元される。この技術は９０％超のＮＯｘ
を還元可能であるため、積極的なＮＯｘ還元目標を達成する最も良い方法の１つとして知
られている。ＳＣＲはアンモニア源として（通常、水溶液に含まれる）尿素を用いる自動
車用途用に開発中である。排気温度が触媒の活性温度の範囲内にある限り、ＳＣＲはＮＯ
ｘの効率的な物質変換を達成する。
【００１１】
　排ガス中の別々の成分に対応する触媒を各々が含む個々の担体が排気システムに供給さ
れ得るが、システムの全体サイズを減少し、システムの組立を容易にし、かつシステムの
費用全体を抑えるために、利用される担体がより少量であることが所望される。この目標
を達成する１つの方法は、ＮＯｘの無害成分への物質変換に効果的な触媒組成を用いて煤
フィルタを被覆することである。この方法を利用したＳＣＲ触媒煤フィルタは、排気流中
の粒子成分の除去と、排気流中のＮＯｘ成分のＮ２への物質変換との２つの触媒機能を有
すると見なされる。
【００１２】
　ＮＯｘ還元目標を達成し得る被覆された煤フィルタには、煤フィルタにおけるＳＣＲ触
媒組成を十分に含有する必要がある。排気流中の一定の有害成分への露出により長期間起
こり得る組成の触媒効率の段階的な損失を軽減するため、ＳＣＲ触媒組成へのより高い触
媒の含有が必要となる。しかしながら、より高い触媒を含有する被覆された煤フィルタの
前処理により、排気システム内に許容されない高い背圧が生じることがある。それ故、フ
ィルタが許容範囲にある背圧を加える流量特性をなおも維持可能であり、かつより高い触
媒を壁流フィルタに含有できる被覆技術が所望される。
【００１３】
　壁流フィルタの被覆において考慮されるさらなる態様は、適切なＳＣＲ触媒組成の選択
である。第１に、フィルタの再生特性であるより高温に長期にさらされた後でさえも、触
媒組成はそのＳＣＲ触媒作用を維持する耐久性を有する必要がある。例えば、粒子状物質
の煤画分の燃焼は、多くの場合に７００℃超の温度に至る。このような温度は、バナジウ
ムおよびチタンの混合酸化物などの多くの一般に利用されるＳＣＲ触媒組成の触媒的な効
果を小さくする。第２に、ＳＣＲ触媒組成は、車両の運転温度を超える種々の温度領域に
適応し得る十分に広い運転温度領域を有することが好ましい。通常、低負荷状態または起
動時などにおいて３００℃未満の温度にさらされる。ＳＣＲ触媒組成は排ガスのＮＯｘ成
分の還元に触媒作用を及ぼし得、低い排気温度でさえも、ＮＯｘ還元目標を達成すること
が好ましい。
【００１４】
　国際特許出願公開第ＷＯ２００８／１０１５８５号には、酸化機能触媒が壁の断面の半
分のみではあるが、フィルタの全長に沿って分散された触媒構造が示される（公開出願の
図３および図４参照）。ＳＣＲ触媒は酸化触媒で満たされた壁の残りに加えて、フィルタ
断面の半分のみを通過するが、フィルタの前面領域の壁に配置されてもよいし、フィルタ
全長に沿って壁に配置されてもよい。第１の構造では（ガス流がＳＣＲ層を通って送られ
ないため）、ＳＣＲ触媒周囲のガスが迂回できない可能性があり、フィルタを通じる通路
ではＮＯｘが処理されず、さらにはＮＨ３をＮＯｘに酸化する可能性がある。さらに、両
方の構造は、実験からＳＣＲ触媒の容積が酸化触媒の容積よりも高くなることが推測され
るため、背圧を増大する可能性があり、これは悪影響を及ぼす。この構造ではＳＣＲ触媒
が壁のより小さい部分に制限され、触媒が壁の断面における細孔容積のより大きな割合を
満たすか、その吸気チャネルへの流入が制限される場合により高い背圧が生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　大きなスペースを占有することなく、効果的かつ安価な方法でディーゼルエンジンが排
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出する一酸化炭素、炭化水素窒素酸化物、および粒子状物質を処理する触媒品、方法およ
びシステムに対する技術がなおも要求されている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の実施形態は、ディーゼル排気用の４元触媒に関する。名前に暗示されるように
、排ガスの主要な４つの排気全て、すなわちＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘおよび煤は、単一成分ま
たは単一の収容成分中で除去される。煤を除去するために、４元触媒担体はフィルタでも
よいし、ろ過特性を有するものでもよい。フィルタの触媒被覆のために、背圧の最小化と
、フィルタに配置される触媒周囲の排ガスの迂回を阻止することの２つが考慮される。背
圧の最小化は燃料節約、さらには潜在的なエンジン寿命の長期化に直接影響する。１つ以
上の触媒周囲の排ガスの迂回の阻止は、要求される物質変換を確実に実行し、極端な場合
では、ＮＨ３をＮＯｘに酸化するなどして、さらなる排出の可能性を阻止するために重要
である。チャネル下方においてフィルタ壁を通り抜ける複数のガス経路を利用するため、
触媒周囲の迂回はフィルタ担体を利用して実行し得る。
【００１７】
　個々のＳＣＲおよび酸化触媒材料を用いて、４元成分、すなわちＮＨ３、ＣＯおよびＨ
Ｃに準拠するＮＯｘを除去するために、排ガスはまずＳＣＲ触媒を通過して、次に、酸化
触媒を通過する必要がある。排ガスがＳＣＲ触媒を迂回し、まず酸化作用を受ける場合に
は、還元剤（例えば、ＮＨ３または炭化水素）は酸化されてＮＯｘとなり、ＮＯｘを減少
する作用は損なわれ、さらには、触媒に入れられる還元剤としてＮＨ３が用いられる場合
よりも多量のＮＯｘが放出される。
【００１８】
　本発明の例示の実施形態は、背圧とガス迂回との両方の課題に対処する。一部の実施形
態では、ＳＣＲ触媒は、その全長に沿ってフィルタ壁の至るところに、壁全体の断面を通
じて配置される。これにより、ＳＣＲ触媒全体が散布されるように、フィルタ孔が最大容
積になり、背圧が最小になる。フィルタの排気端における領域として、排気チャネルの壁
の上面に酸化機能触媒が分散される。これにより、壁の至るところに分散されたＳＣＲ触
媒により全体が覆われた層が壁の上面に形成される。酸化触媒は、フィルタ壁に不透水領
域を形成し、ガスがフィルタ前面における壁を通過するように配置され得る。代替的な例
示の実施形態では、壁に十分なＳＣＲ触媒が存在し、ガスが酸化触媒を通過する前にＮＯ
ｘおよびＮＨ３の全てが除去される限り、酸化触媒はその下部において直接壁を通過し得
る一部のガス流路を通じて移動できる。
【００１９】
　本発明の１つ以上の実施形態は、通路を境界付けおよび画定する縦方向に延在する孔壁
と、吸気端と排気端との間を延在する軸長とにより形成された複数の縦方向に延在する通
路を有する壁流フィルタを備えている触媒品に関連する。通路は、吸気端において開かれ
ており、排気端において閉じられている吸気通路と、吸気端において閉じられており、排
気端において開かれている排気通路とを備えている。孔壁内にはＳＣＲ触媒組成が配置さ
れており、排気端から延在し、壁流フィルタの軸長よりも短い排気通路の壁には酸化触媒
が配置されている。１つ以上の実施形態では、酸化触媒の一部はまた、その下方において
直接フィルタ壁に浸透し得る。詳細な実施形態では、触媒品は排気端から始まり、壁流フ
ィルタの軸長に沿って一部が延在するガス不浸透性領域をさらに備えている。特定の実施
形態では、ガス不浸透性領域は酸化触媒により形成される。一部の実施形態では、ガス不
浸透性領域は排ガス成分に反応しない物質から生成される。一部の実施形態では、ガス不
浸透性領域はアルミナおよび白金族金属を含む組成、またはＨＣおよびＣＯを酸化可能な
任意の他の物質から生成される。一部の特定の実施形態では、酸化触媒は、ガス不浸透性
領域における排気通路の壁のみに実質的に配置されている。詳細な実施形態では、ガス不
浸透性領域は、壁流フィルタの軸長の最大約７０％まで延在する。他の詳細な実施形態で
は、ガス不浸透性領域は壁流フィルタの軸長の最大約５０％まで延在する。他の詳細な実
施形態では、ガス不浸透性領域は壁流フィルタの軸長の最大約３０％まで延在する。他の
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詳細な実施形態では、ガス不浸透性領域は壁流フィルタの軸長の最大約１０％まで延在す
る。
【００２０】
　詳細な実施形態では、ＳＣＲ触媒組成はフィルタの軸の全長まで延在して配置される。
特定の実施形態のＳＣＲ触媒は孔壁に均一に浸透する。特定の実施形態では、孔壁は実質
的に均一の空隙率を有する。他の詳細な実施形態では、ＳＣＲ触媒はフィルタの軸の全長
よりも短い領域においてフィルタ壁に浸透する。残りのフィルタ壁容積は、不活性物質で
満たされてもよい。
【００２１】
　特定の実施形態では、触媒品は排気流から煤の少なくとも約７０％を除去するのに効果
的である。特定の実施形態では、触媒品はディーゼルエンジンから出た排ガス流から一酸
化炭素、炭化水素、窒素酸化物、および煤を除去するのに効果的である。
【００２２】
　本発明のさらなる実施形態は、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む希薄燃焼のデ
ィーゼル排気流を処理する方法に関する。この方法は、前述したように排ガス流が触媒品
を通過することを含む。特定の実施形態では、触媒品は壁流フィルタの軸長に沿って排気
端から延在するガス不浸透性領域をさらに備えている。
【００２３】
　本発明のさらなる実施形態は、希薄燃焼のディーゼルエンジンから出た排ガスを処理す
るシステムに関する。システムは、前述のようにエンジンの下流に位置する触媒品を備え
ている。特定の実施形態では、触媒品は、排気端から始まり、壁流フィルタの軸長に沿っ
て延在するガス不浸透性領域をさらに備えている。詳細な実施形態では、システムは触媒
の上流に位置する尿素噴射装置をさらに備えている。
【００２４】
　本発明の一部の実施形態は、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む排ガス流を処理
する方法に関する。この方法は、吸気端、排気端、および軸長を有する壁流フィルタを備
える単一触媒品を排ガス流が通過することを含む。壁流フィルタは、排気流における実質
的に全てのＮＯｘを除去する、軸の全長を延在する第１の範囲と、ＣＯ、炭化水素、また
は煤の１つ以上を酸化する、軸長よりも短い、壁流フィルタの排気端から延在する第２の
範囲とを含む。
【００２５】
　本発明のさらなる実施形態は、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む排気流を処理
するための触媒品に関する。触媒品は、吸気端、排気端、および軸長を有する壁流フィル
タを備える。壁流フィルタは、軸の全長を延在する第１の範囲と、軸長よりも短い、壁流
フィルタの排気端から延在する第２の範囲とを含み、第１の範囲は排気流における実質的
に全てのＮＯｘを除去するのに効果的であり、第２の範囲はＣＯ、炭化水素、および煤の
１つ以上を酸化するのに効果的である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】壁流フィルタ担体を示す斜視図である。
【図２】壁流フィルタ担体の断面を示す切欠図である。
【図３】本発明の１つ以上の実施形態に従う壁流フィルタ担体の断面を示す切欠図である
。
【図４】尿素噴射装置を含む、本発明の排出処理システムの実施形態を示す図である。
【図５】尿素噴射装置および選択的なエンジン部品を含む、本発明の排出処理システムの
実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施形態は、ディーゼルエンジン排ガス中の粒子状物質、ＮＯｘ、および他の
ガス状成分を効果的に同時処理する排出処理システムに関する。排出処理システムは、統
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合された煤フィルタおよびＳＣＲ触媒を用いることにより、排ガスシステムに要求される
重量および容積を著しく低減する。さらに、システムに用いる触媒組成の選択の結果とし
て、種々の温度の排気流における汚染物質を効果的に減少できる。この特徴は、このよう
な車両のエンジンから放出された排気温度に多大な影響を及ぼす、種々の積載量および車
両速度のディーゼル車の運転において利点となる。さらに、排気システムのサイズ縮小は
また、触媒が効果的に作用する温度までそれを加熱する熱質量、それ故熱速度を低減する
ことにより、システム効率を改善する。
【００２８】
　ＮＯｘ還元および微粒子除去機能の単一の触媒品への統合は、ＳＣＲ触媒組成により被
覆された壁流担体を用いて達成される。出願人らは、ＳＣＲ触媒組成を壁流担体に利用し
て、高いろ過効率が要求される用途に用い得る担体を生成する方法を発見した。例えば、
この方法で生成された担体は、本発明の実施形態の排出処理システムにおいて粒子状物質
を（例えば、８０％超）効果的に除去するのに適している。本明細書に開示する被覆方法
は、排出処理システムにおいて実施される場合に、被覆品全体に過剰の背圧を及ぼすこと
なく、壁流担体が実用的なレベルのＳＣＲ触媒を含有することを可能にする。
【００２９】
　壁流担体における実用的なレベルのＳＣＲ触媒組成の達成には、可能なＮＯｘ還元レベ
ルを達成し、かつフィルタに捕集される煤画分の燃焼温度を低くするのに十分な触媒作用
を有することが重要である。煤フィルタにおける適正レベルのＳＣＲ洗浄被覆組成の達成
には、触媒に対する十分な耐久性を確保することがさらに重要である。排出処理システム
の長期の使用では、潤滑油の機能停止に起因するか、ディーゼル燃料内の不純物に含まれ
得る種々のレベルの触媒毒に触媒は必ずさらされる。このような触媒毒の例には、リン、
亜鉛、アルカリ、およびアルカリ土類元素が含まれる。それ故、より高レベルの触媒組成
には、通常、触媒担体が沈着し、触媒作用の避けられない損失を軽減する。
【００３０】
　本明細書に用いる「実質的に全て」という用語は、重量単位で約９５％超を意味する。
さらなる特定の実施形態では、「実質的に全て」は重量単位で約９９％超を意味する。本
明細書に用いる「断面において実質的に均一の空隙率」は、壁の断面の至るところに近い
大きさの孔が分布するような空隙率を意味する。例えば、「断面において実質的に均一の
空隙率」は、壁の断面を貫通する細孔径を意図的に変化させた、例えば、排気面に隣接す
る孔に対して吸気面に隣接する孔を大きくしたような壁構造は含まない。
【００３１】
　本明細書に用いる「白金族金属」は、白金族金属またはそれらの酸化物の１つを意味す
る。
【００３２】
　図１および図２に、複数の通路１２を有する代表的な（壁流フィルタとも呼ばれる）壁
流フィルタ担体１０を示す。フィルタ担体の内壁１３により通路は管状に閉じられている
。担体は吸気端１４および排気端１６を有する。代替的な通路は吸気プラグ１８で吸気端
を塞がれ、かつ排気プラグ２０で排気端を塞がれており、吸気口１４および排気口１６に
おいて相対する格子パターンを形成する。ガス流２２は塞がれていないチャネル吸気口２
４から入り、排気プラグ２０により進路を阻まれ、（多孔質である）チャネル壁１３を通
過して排気側２６に拡散する。ガスは吸気プラグ１８により進路を阻まれるため、壁の吸
気側には戻らない。
【００３３】
　図３は本発明の例示の実施形態の拡大断面図を示す。示す触媒品は、通路２４および２
６を境界付けおよび画定し、かつ吸気端１４と排気端１６との間を軸長「Ｌ」を有して縦
方向に延在する孔壁１３により形成された複数の縦方向に延在する通路を有する壁流フィ
ルタを備えている。一部の詳細な実施形態では、孔壁はその全範囲において実質的に均一
の空隙率を有する。吸気通路２４は吸気端１４において開かれており、かつ排気端１６に
おいて閉じられており、排気通路２６は吸気端１４において閉じられており、かつ排気端
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１６において開かれている。孔壁１３内にはＳＣＲ触媒組成３０が配置される。排気端１
６から延在する排気通路２６の壁１３には、壁流フィルタの軸長「Ｌ」よりも短い距離に
酸化触媒３２が配置される。１つ以上の実施形態に従えば、酸化触媒３２は壁には浸透せ
ず、壁上に配置される。ただし、その大部分は壁に埋め込まれずに壁上に存在するが、そ
の一部は壁に浸透し得ることが理解される。
【００３４】
　排ガス流２２は吸気通路２４に入り、壁流フィルタの排気端１６に向かい流れる。ガス
は吸気通路から排気通路２６に通じる孔壁１３の浸透路３４を含む、フィルタ内の複数の
経路を通り得、そしてフィルタの排気端１６を通じて排出される。流路３６では、ガスは
孔壁１３に入るが、酸化触媒３２または壁を不浸透性にする一部の他の物質が存在するた
め、壁を貫通できない。別の代替的な経路３８では、排ガス２２の一部がＳＣＲ触媒３０
を含む孔壁１３内で拡散し、酸化触媒３２を通り得る。この拡散は、酸化触媒または一部
の追加的な層がこの範囲を実質的にガス不浸透性にする場合でさえも起こり得る。
【００３５】
　ＳＣＲ触媒３０は孔壁１３の全てまたは一部に配置され得る。詳細な実施形態では、Ｓ
ＣＲ触媒３０は孔壁１３に実質的に均一に浸透する。特定の実施形態では、ＳＣＲ触媒組
成はフィルタの軸の全長を延在する。詳細な実施形態では、ＳＣＲ触媒組成３０は、フィ
ルタの軸長の少なくとも約１０％を延在する。他の詳細な実施形態では、ＳＣＲ触媒組成
３０は、フィルタの軸長の少なくとも約２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０
％、８０％または９０％を延在する。
【００３６】
　一部の実施形態では、触媒品は、排気端から始まり、壁流フィルタの軸長に沿って一部
が延在するガス不浸透性領域をさらに備える。用語「不浸透性領域」は、ガス流が衝突す
る抵抗がより高い領域であって、それ故正常な流動条件下で、２つの因数未満、より詳細
には、５または１０の因数未満のはるかに低い条件でガスが流れるフィルタ壁における範
囲を意味する用語として定義される。一部の詳細な実施形態では、ガス不浸透性領域は酸
化触媒により形成される。追加的な詳細な実施形態では、ガス不浸透性領域は排ガス成分
に反応しない物質から生成される。さらなる詳細な実施形態では、ガス不浸透性領域は、
酸化触媒として作用しないが、ガス種に反応する物質でもよい。代替的に、ガス不浸透性
領域は、酸化触媒、不活性物質および／または反応性が異なる物質の組み合わせから形成
されてもよい。特定の実施形態では、ガス不浸透性領域は、アルミナおよび白金族金属を
含む組成から生成される。
【００３７】
　追加的な実施形態では、ガス不浸透性領域は壁流フィルタの軸長の最大約７０％まで延
在する。一部の詳細な実施形態のガス不浸透性領域は、フィルタの排気端から始まり、吸
気端に向かい延在する。詳細な実施形態では、ガス不浸透性領域は、壁流フィルタの軸長
の最大約６０％、５０％、４０％、３０％、２０％および１０％まで延在する。一部の実
施形態では、酸化触媒は実質的にガス不浸透性領域における排気通路の壁のみに配置され
る。ガス不浸透性領域が酸化触媒以外の組成から生成される場合には、酸化触媒は不浸透
性組成の全てまたは一部の範囲に存在し得る。追加的に、酸化触媒はガス不浸透性組成に
おけるより長い軸長の範囲に存在してもよい。
【００３８】
　一部の特定の実施形態に従えば、触媒品は、排気流から少なくとも約５０％、６０％、
７０％、８０％または９０％の煤を除去するのに効果的である。他の特定の実施形態では
、触媒品は、ディーゼルエンジンが放出する排ガス流から一酸化炭素、炭化水素、窒素酸
化物、および煤の約８０％、８５％、９０％、９５％超、または実質的に全てを除去する
のに効果的である。
【００３９】
　本発明のさらなる実施形態は、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む排気流を処理
する触媒品に関連する。触媒品は、軸の全長を延在する第１の範囲、および軸長よりも短
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い部分を延在する第２の範囲を含む軸長を有する壁流フィルタを備える。第１の範囲は排
気流における実質的に全てのＮＯｘを除去するのに効果的であり、第２の範囲はＣＯ、炭
化水素、および煤の１つ以上を酸化するのに効果的である。
【００４０】
　本発明のさらなる実施形態は、希薄燃焼のディーゼルエンジンから出た排ガスを処理す
るシステムに関する。システムは、エンジンの下流に位置する前述の４元触媒品を備える
。本発明の排出処理システムの一実施形態の概略を図４に示す。図４に示すように、（未
燃炭化水素、一酸化炭素およびＮＯｘを含む）ガス状汚染物質および粒子状物質を含む排
ガスは、前述したように、エンジン４１からコネクタ４２を通り４元触媒４３に運ばれる
。排ガスは４元触媒４３に移動後、排気管４４からシステム外部に排出される。４元触媒
４３の前に追加の部品が利用されない場合には、コネクタ４２は無くともよい。このよう
な実施形態では、４元触媒４３はエンジン４１に直接連結される。エンジンと４元触媒と
の間の距離は、いわゆる「密結合」触媒配置となるように極端に短くてもよい。代替的に
、エンジンと触媒との距離は「床下」構造となるようにより長くてもよい。
【００４１】
　詳細な実施形態では、排出処理システムは図４に示すように、触媒の上流に配置された
尿素噴射装置をさらに備える。酸化触媒の下流には、この場合は尿素である還元剤がノズ
ル（不図示）を利用して噴霧として排気流に注入される。一方の線４８に示す尿素水は、
混合ステーション４６内で他方の線４９から送られた空気と混合し得るアンモニア前駆体
として作用し得る。排気流内でアンモニアに変化する尿素水の正確な量を計測するために
弁４５が用いられ得る。追加のアンモニアを含む排気流は、４元触媒成分４３に運ばれる
。
【００４２】
　図４に示す例示の実施形態では、排出処理システムは、前述したように単一の４元触媒
品４３を含む。システムは尿素噴射装置などの他の部品を含み得るが、単一の触媒成分４
３のみを含んでもよい。
【００４３】
　図５に示すように、一部の実施形態の処理システムは、１つ以上の個々の任意の部品４
７を含む。これらの任意の部品４７は、ディーゼル酸化触媒、アンモニア酸化触媒、還元
剤噴射装置、空気噴射装置、触媒部分酸化触媒、粒子フィルタ、および選択的な触媒還元
触媒の１つ以上を含み得る。ＮＯｘ除去の所望レベルに応じて、４元触媒４３の上流また
は下流に追加のＳＣＲ触媒が配置されてもよい。例えば、追加のＳＣＲ触媒は、モノリシ
ック構造、ハニカムの貫流担体、または煤フィルタ下流におけるセラミック発泡体担体に
おいて配置されてもよい。これらの実施形態ではさらに、被覆されたＳＣＲ煤フィルタの
使用により、ＮＯｘ還元目標を満たすために要求される触媒の全容積をなおも縮小できる
。除去する炭化水素の所望レベルに応じて、４元触媒４３の上流または下流に追加の酸化
触媒を配置してもよい。
【００４４】
　煤画分およびＶＯＦを含む粒子状物質はさらに、煤フィルタにより大部分（８０％超）
が除去される。煤フィルタに沈着した粒子状物質は、ＳＣＲ触媒組成の存在によっても助
長されるプロセスであるフィルタの再生時にも燃焼される。煤フィルタに配置された触媒
組成が、粒子状物質の煤画分を燃焼する温度をより低くする。さらに、排気流中のＮＯ２

が、煤が除去される温度を原子状酸素よりも低温にして煤酸化を効果的にする。
【００４５】
　本発明の１つ以上の実施形態は、ＣＯ、炭化水素、ＮＯｘ、および煤を含む希薄燃焼の
ディーゼル排気流を処理する方法に関する。この方法は、前述したように排ガス流が４元
触媒品を通過することを含む。詳細な実施形態では、ガス流が４元触媒品を通過する前に
、尿素がガス流に注入される。方法およびシステムの代替的な実施形態では、ＳＣＲ反応
に触媒作用を及ぼす他の適切な還元剤が供給されてもよい。このような還元剤はディーゼ
ル燃料などの排ガスに供給されてもよいし、排気流に個別に注入されてもよい炭化水素を
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含み得る。
【００４６】
〔ＳＣＲ触媒〕
　システムに用いられる適切なＳＣＲ触媒組成は、低い排気温度に典型的に伴う低負荷状
態下でさえも、適正なレベルのＮＯｘを処理できるように、６００℃未満の温度でＮＯｘ
成分を還元するのに効果的な触媒作用を有する。特定の実施形態では、２５０℃かつ約８
００００ｈ－１の空間速度において、システムが少なくとも約２５％のＮＯｘを変換可能
なＳＣＲ触媒が選択される。特定の実施形態では、これと同じ条件下でシステムが少なく
とも約５０％のＮＯｘを変換可能なＳＣＲ触媒が選択される。さらに、一部の実施形態に
従うシステムに用いられるＳＣＲ触媒組成は、粒子状物質の煤画分の燃焼温度を低くする
ことにより、フィルタの再生を助長できる。組成に関する他の所望の特性には、ＮＨ３が
大気中に放出されないように、任意の過剰なＮＨ３を利用してＮ２およびＨ２０と０２と
の反応に触媒作用を及ぼす能力がある。
【００４７】
　本発明のシステムに用いられる有用なＳＣＲ触媒組成はさらに、６５０℃超の温度に対
する熱抵抗を有する。このような温度は、煤フィルタの再生中に多くの場合に達し得る高
い温度である。さらに、１つ以上の実施形態に従うＳＣＲ触媒組成が、ディーゼル排気に
多くの場合に含まれる組成である硫黄成分にさらされることによる劣化に耐性を有するこ
とは言うまでもない。
【００４８】
　適切なＳＣＲ触媒組成は、例えば、米国特許第４９６１９１７号（９１７特許）および
同第５５１６４９７号に開示されており、この両開示の全体は参照により本明細書に組み
込まれる。９１７特許に開示される組成は、助触媒とゼオライトとの総重量のうちの、重
量単位で約０．１～３０％、特に約０．５～５％の量の、ゼオライト中に含まれる鉄およ
び銅助触媒のいずれかまたは両方を含む。ＮＨ３を利用したＮＯｘのＮ２への還元に触媒
作用を及ぼす能力に加えて、開示する組成はさらに、０２を利用して過剰なＮＨ３、特に
より高い助触媒濃度を有するこれらの組成の酸化を促進できる。
【００４９】
　このような組成に用いられるゼオライトは硫黄被毒に耐性を有し、ＳＣＲプロセスにお
いて高い活性レベルを維持し、過剰なアンモニアを酸素と酸化できる。これらのゼオライ
トは、反応物分子ＮＯおよびＮＨ３がその内部において適正に動作し、生成物分子Ｎ２お
よびＨ２０がそこから出るのに十分な大きさの孔を有しており、短期間の硫黄被毒におい
て硫黄酸化物分子が細孔系に生成され、かつ／または長期間の硫黄被毒において硫酸が沈
着する。適切な大きさの細孔系は、結晶寸法の三次元全てにおいて相互接続する。ゼオラ
イト分野の当業者に公知のように、ゼオライトの結晶構造はおおよそ一定の間隔で接続点
、交点などが繰り返される複雑な細孔構造である。所定の寸法の直径または断面構造など
の特定の特性を有する孔は、これらの孔が他の類似する孔と交わらない場合には、一次元
の孔であると称される。孔が他の類似する孔と所定の面のみで交わる場合には、その孔の
特性は（結晶学的に）二次元で相互接続すると称される。孔が同一面と他の面との両方に
位置する他の類似する孔と交わる場合には、このような孔は三次元（「すなわち、立体」
）で相互接続すると称される。硫酸毒に強い耐性を示し、ＳＣＲプロセスと酸素によるア
ンモニアの酸化との両方に良好な活性をもたらし、高温、熱水条件および硫酸毒を受けて
も良好な活性を維持するゼオライトが、少なくとも約７オングストロームの孔径を有し、
三次元において相互接続する孔を有することが発見された。任意の特定の理論による制限
を望まなくても、少なくとも７オングストロームの直径を有する孔の三次元における相互
接続が、ゼオライト構造の至るところに存在する硫酸分子に良好な移動性を与えることに
より、硫酸分子が触媒から解放され、ＮＯｘ分子とＮＨ３分子との反応剤、およびＮＨ３

分子と０２分子との反応剤が利用可能な多くの吸着場所を開放可能であることが明らかに
なっている。前述の基準を満たす任意のゼオライトが、本発明の１つ以上の実施形態の実
行に適切に用いられ、これらの基準を満たす特定のゼオライトはＵＳＹ、Ｂｅｔａおよび



(12) JP 2013-506787 A5 2015.4.2

ＺＳＭ－２０である。前述の基準を満たす他のゼオライトを用いてもよい。
【００５０】
　このようなＳＣＲ触媒組成が壁流フィルタ担体に沈着する場合には、少なくとも０．８
ｇ／ｉｎ３の濃度で沈着するため、所望のＮＯｘ還元および微粒子除去レベルが確実に達
成され、長期使用においても触媒の適正な耐久性が維持される。詳細な実施形態では、Ｓ
ＣＲ組成は少なくとも１．０ｇ／ｉｎ３であり、特に１．０～２．０ｇ／ｉｎ３で壁流フ
ィルタに配置される。
【００５１】
〔担体〕
　本発明の実施形態に適切に用いられる壁流担体は、担体の縦軸に沿って延在する複数の
微細な、略平行のガス流通路を有する。典型的には、各通路は担体本体の片側の端部にお
いて阻止される。代替的には、通路は反対側の端面において阻止される。このようなモノ
リシック構造のキャリアは、断面において平方インチごとに最大約４００以上の流路（ま
たは「気泡」）を有し得る。ただし、流路ははるかに少なくてもよい。例えば、キャリア
は平方インチごとに約１００～４００、より一般的には約２００～３００の気泡（「ｃｐ
ｓｉ」）を有してもよい。気泡の断面は長方形、正方形、円形または他の多角形でもよい
。通常、壁流担体の壁厚は０．０１～０．０３インチの範囲である。特定の壁流担体の壁
厚は０．０１２～０．０１５インチの範囲である。
【００５２】
　一部の適切な壁流フィルタ担体は、コージライト、α－アルミナ、炭化ケイ素、窒化ケ
イ素、ジルコニア、ムライト、リシア輝石、アルミナ－シリカ－マグネシア、ケイ酸ジル
コニウム、多孔質物質、または耐熱金属などのセラミック類の物質から形成される。壁流
担体はセラミック繊維の複合材料から形成されてもよい。特に、有用な壁流担体は、コー
ジライトおよび炭化ケイ素から生成された物質を含む。このような物質は、特に排気流の
処理中の高温環境に耐性を有する。
【００５３】
　本発明のシステムに用いられる他の適切な壁流担体は、触媒品全体に加えられる背圧ま
たは圧力を過剰に増大することなく流体ガス流が通り抜ける、薄い多孔質の壁のある１つ
以上のハニカム（モノリス）構造を含む。システムに用いられるセラミック壁流担体は、
特定の実施形態では、平均細孔径が少なくとも５ミクロン（例えば、５～３０ミクロン）
であり、空隙率が少なくとも５０％（例えば、５０～８５％）である物質から形成される
。さらなる特定の実施形態では、担体の空隙率は少なくとも５５％であり、平均細孔径は
少なくとも１５ミクロンである。これらの空隙率および平均細孔径を有する担体が下記の
技術により被覆されると、適正レベルのＳＣＲ触媒組成が担体に含有され、優れたＮＯｘ
変換効率が達成され得る。これらの担体はＳＣＲ触媒を含有するか否かに関わらず、適正
な排気流特性、すなわち許容範囲にある背圧をなおも維持し得る。米国特許第４３２９１
６２号には、適切な壁流担体が開示されており、その全体は参照により本明細書に組み込
まれる。
【００５４】
　商業的に利用される典型的な壁流フィルタは、通常、本発明の実施形態に利用される壁
流フィルタよりも低い空隙率、例えば、約３５％～５０％の壁で形成されている。一般に
、市販の壁流フィルタの細孔径分布は非常に広範囲であり、通常、その平均細孔径は１７
ミクロンよりも小さい。
【００５５】
　ＳＣＲ触媒組成により壁流担体を被覆するために、担体はその上面がスラリ表面の真上
に位置するように、液体中の固体粒子の触媒スラリの一部に垂直に浸される。サンプルは
約３０秒間スラリに浸した。スラリからの担体の除去は、まず、それをチャネルから流出
させて、次に、（スラリが浸透する方向とは反対方向に）圧縮空気を吹き付けることによ
り、壁流担体から過剰なスラリを除去する。この技術を用いることにより、触媒スラリは
担体の壁に浸透するが、過剰な背圧が完成した担体に影響を与える程度には孔は塞がれな



(13) JP 2013-506787 A5 2015.4.2

い。本明細書に用いる用語「浸透する」は、担体における触媒スラリの分散の記述に用い
られる場合には、触媒組成が担体の壁の至るところに分散していることを意味する。
【００５６】
　通常、約１００℃で被覆担体を乾燥し、その後より高温（例えば、３００～４５０℃）
で焼成する。焼成後、担体の被覆されたおよび被覆されていない重量の計算により触媒の
含有量を決定し得る。当業者に明らかなように、被覆スラリの固形分を変更することによ
り、触媒の含有量は修正され得る。代替的に、前述の過剰なスラリの除去後に、被覆スラ
リ内の担体を繰り返し浸してもよい。
【００５７】
〔尿素噴射装置〕
　還元剤投与システムとも呼ばれる尿素噴射装置が４元触媒の上流に配置され、排気流に
ＮＯｘ還元剤を注入する。米国特許第４９６３３３２号に開示されているように、触媒コ
ンバータの上流および下流のＮＯｘが検知され、上流および下流シグナルにより、パルス
の投与弁が制御され得る。代替的な構造である米国特許第５５２２２１８号に開示されて
いるシステムでは、還元剤噴射装置のパルス幅は、排気温度とエンジンの毎分回転数、伝
動装置およびエンジン速度などのエンジンの運転条件との関数により制御される。米国特
許第６４１５６０２号に開示されている還元剤パルス計測システムの記述も参照され、そ
の全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【００５８】
　本発明は図４に示す尿素水計測配置に限定されない。ガス窒素基の反応物の利用が考慮
される。例えば、尿素またはシアヌル酸小球の噴射装置が、排ガスに加熱された室におけ
る尿素の固体ペレットを計測し、固体還元剤を（約３００～４００℃の昇華温度領域で）
気化し得る。シアヌル酸はイソシアン酸（ＨＮＣＯ）に気化し、尿素はアンモニアおよび
ＨＮＣＯに気化する。いずれの還元剤を用いても、室内および室内で計測された（十分な
水蒸気を含む）排ガスの後流に加水分解触媒が供給され得、ＨＮＣＯを（約１５０～３５
０℃の温度で）加水分解し、アンモニアを生成できる。
【００５９】
　尿素およびシアヌル酸に加えて、本発明の実施形態に従う制御システムに特に適切に用
いられる窒素基を減少する他の反応物または還元剤には、アメライド、アンメリン、シア
ン酸アンモニウム、ビウレット、シアヌル酸、カルバミン酸アンモニウム、メラミン、ト
リシアノ尿素、およびこれらの任意の数の混合物が含まれる。ただし、より広い意味での
本発明は窒素基還元剤に限定されず、アルコール、エーテル、有機窒素化合物など（例え
ば、メタノール、エタノール、ジエチルエーテルなど）を含む留出燃料、およびグアニジ
ン、メチルアミン炭酸塩、ヘキサメチルアミンなどを含む種々のアミンおよびそれらの塩
（特に、それらの炭酸塩）などの炭化水素を含む任意の還元剤を含み得る。炭化水素還元
剤はさらに、ＳＣＲ反応に触媒作用を及ぼすのに十分な量の炭化水素を含み得る。炭化水
素還元剤は個々の供給物質から生成されてもよいし、排ガスの一部としてＳＣＲ反応を引
き起こす触媒成分に流入されてもよい。
【００６０】
〔酸化触媒〕
　酸化触媒は未燃ガスおよび不揮発性炭化水素（すなわち、ＶＯＦ）並びに一酸化炭素を
効果的に燃焼する任意の組成から生成され得る。排出処理システムに用いられ得る１つの
特定の酸化触媒組成は、高表面積に分散する白金族成分（例えば、白金、パラジウムまた
はロジウム成分）、ゼオライト成分（例えば、ベータゼオライト）と混合され得る耐火性
酸化物担体（例えば、γ－アルミナ）を含む。特定の実施形態では、白金族金属成分は白
金である。貫流ハニカム担体などの耐火性酸化物担体が含まれる組成では、白金濃度は、
通常、約１０～１２０ｇ／ｆｔ３である。
【００６１】
　酸化触媒の生成に適切に用いられる白金族金属基組成は、米国特許第５１００６３２（
６３２特許）号にも開示されており、それは参照により本明細書に組み込まれる。６３２
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特許は白金、パラジウム、ロジウム、およびルテニウムの混合物、並びに白金族金属とア
ルカリ土類金属との原子比率が約１対２５０～約１対１、より詳細には約１対６０～約１
対６である酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、または酸化バリウ
ムなどのアルカリ土類金属酸化膜を有する組成が記述されている。
【００６２】
　酸化触媒に適切に用いられる触媒組成は、触媒として卑金属を用いても形成され得る。
例えば、（その開示が参照により本明細書に組み込まれる）米国特許第５４９１１２０号
は、ＢＥＴ表面積が少なくとも約１０ｍ２／ｇであり、基本的にチタニア、ジルコニア、
セリアジルコニア、シリカ、アルミナ－シリカ、およびａ－アルミナの１つ以上でもよい
バルク第２金属酸化物から成る触媒材料を含む酸化触媒組成が開示されている。
【００６３】
　（その開示が参照により本明細書に組み込まれる９０７特許である）米国特許第５４６
２９０７号に開示されている触媒組成もまた有用である。９０７特許は、その各々の表面
積が少なくとも約１０ｍ２／ｇであり、互いの重量比が例えば約１．５対１～１対１．５
であるセリアおよび活性アルミナを含有する触媒材料を含む組成を示している。選択的に
、９０７特許に記述する組成には、ＣＯおよび未燃炭化水素の気相酸化を効果的に促進す
るが、ＳＯのＳ０２への過酸化を妨げるようには制限されない量の白金が含まれてもよい
。代替的に、任意の所望の量のパラジウムが触媒材料に含まれてもよい。
【００６４】
　以下の例は本発明をさらに説明するが、当然ながら、本発明の範囲を多少でも限定する
ようには解釈されない。実施例１はフィルタ上のＳＣＲにおいてＰｄアルミナを含む４元
触媒のサンプルを合成した例である。
【００６５】
　直径１インチ、全長３インチであり、塞がれ、皮で覆われ、壁の空隙率が約６５％であ
るコージライト壁流フィルタのサンプル１をＳＣＲ触媒により被覆した。触媒はＣｕ　Ｃ
ＨＡゼオライトを用いた。水と混合したゼオライトのスラリに３０秒間浸して、フィルタ
の壁内に加え、残りのスラリをフィルタから外へ圧縮空気を利用して吹き付けることによ
り除去および流出した。触媒が加えられたフィルタを乾燥して、４５０℃で１時間焼成し
た。結果生じた触媒含有量は１．３ｇ／ｉｎ３であった。高表面積アルミナに分散したＰ
ｄ硝酸塩を用いて第２のスラリに含ませた。ＤＩ水を用いてスラリを約２３％の固体に希
釈し、次に、排気端から１インチの距離のフィルタをディッピングして、Ｐｄアルミナス
ラリを用いてＳＣＲ含有フィルタを被覆した。スラリを排気端から流出し、残りの過剰な
物質を吸気端からフィルタの外へ圧縮空気を利用して吹き付けた。結果生じたＰｄ含有量
は１０ｇ／ｆｔ３（／領域ｆｔ３）であった。フィルタを再度乾燥し、４５０℃で１時間
焼成した。実施例２は酸化領域を被覆しない、フィルタ上のＳＣＲ合成の比較例である。
【００６６】
　実施例１に概要を説明した被覆技術を用いて、全長が１インチ、直径が３インチである
、塞がれ、皮で覆われ、壁の空隙率が約５９％であるコージライト壁流フィルタをＳＣＲ
触媒により被覆した。触媒はＣｕ　ＣＨＡゼオライトを用いた。含有量は１．１４ｇ／ｉ
ｎ３であった。４５０℃で焼成した後、さらなる被覆または処理を実行しなかった。実施
例３は４元触媒の反応試験である。
【００６７】
　実施例１で下処理したサンプルを、以下の混合物、すなわち各々が５００ｐｐｍのＮＯ
およびＮＨ３、５０ｐｐｍのＣ３Ｈ６、１００ｐｐｍのＣＯ、８％のＣＯ２、５％のＨ２

Ｏ、およびそれに釣り合うＮ２の反応ガスを供給することにより、ＳＣＲと酸化活性との
反応を同時に試験した。ガス流を吸気側から排気側に送り被覆した。フィルタコアの空間
速度は１７５００ｈｒ－１であった。Ｎ２ＯおよびＮＯ２に加えて吸気ガスの排気口濃度
をＦＴＩＲ測定する前に、ガス流下方の各試験温度を電気波により上昇させ、少なくとも
１５分間均衡化することにより、２００～４５０℃の範囲の温度でサンプルを試験した。
表１は測定した排気口濃度と、計算した物質変換とを示す。
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【００６８】
【表１】

【００６９】
　反応試験結果は、触媒がＣＯおよびＣ３Ｈ６を２５０℃で完全に変換可能であり、過剰
なＮＯ２またはＮ２Ｏを生成することなく、同時にＮＨ３を利用してＮＯを変換できるこ
とを示している。実施例４は４元触媒を反対方向に流した反応試験である。
【００７０】
　実施例１のサンプル、および実施例３の試験プロトコルを用いて、４元触媒サンプルの
流れ方向を逆にした。すなわち、排気端から吸気端に流した。表２は、逆流構造における
（この実施例では吸気端において測定した）排気口における濃度および計算した物質変換
を示す。
【００７１】
【表２】

【００７２】
　表２のデータは、逆構造の動作では、３００℃超におけるサンプルが、ＮＨ３は完全に
物質変換したが、ＮＯの全ては変換しなかったことを示す。さらに、３００℃超で生成さ
れるＮ２ＯおよびＮＯ２は顕著に増大している。それ故、ＳＣＲ触媒の逆れ方向が逆転す
ると明確に機能が劣ることが示された。ＣＯおよびＣ３Ｈ６の物質変換は、３００℃超の
温度では定量的となったが、点火温度は正常の流れ方向よりも高いため、逆流構造では酸
化触媒の機能も劣ることが示された。実施例５はフィルタ触媒における比較ＳＣＲの反応
試験である。
【００７３】
　実施例２のサンプルおよび実施例３の反応プロトコルの比較ＳＣＲのみを用いて、ＳＣ
Ｒと酸化触媒との混合物の機能を示す試験が実行された。表３は排気口の濃度と計算した
物質変換とを示す。
【００７４】
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【表３】

【００７５】
　過剰なＮ２ＯまたはＮＯ２を生成することなく、ＳＣＲ触媒はＮＯの変換を良好に実行
した。しかしながら、３５０℃未満のＣ３Ｈ６変換と同様に、ＣＯ変換率は非常に低かっ
た。それ故、ＳＣＲ触媒は、それ単独では酸化能力が不十分なため、４元触媒として適正
ではなかった。
【００７６】
　本発明を詳細な、特定のかつ好ましい実施形態に重点を置いて記述したが、装置および
方法の変更がなされ得ることが当業者に明らかであり、本発明が、特に本明細書に記載さ
れたのとは異なる方法で実行され得ることが意図される。従って本発明は、以下の請求項
に定義される本発明の精神および範囲内の全ての変更を含む。
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